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備　考

特定都市河川浸水被害対策法第９条、10条

（１）許可が必要な場合
①工事場所が寝屋川流域である場合
②宅地等以外（山林、農地など）から、宅地等に変更する場合や土地の舗装、締め固め、または排水施
設の設置により流出雨水量の増加のおそれのある雨水浸透阻害行為を行う場合
③上記行為の面積が1,000ｍ2を越える場合

（２）必要な書類
①雨水浸透阻害行為をする土地の区域の位置、区域及び規模
②雨水浸透阻害行為に関する工事の計画
③雨水貯留浸透施設の設置に関する工事その他の行為区域から雨水浸透阻害行為による流出雨水量の増
加を抑制するために自ら施行しようとする工事の計画
④その他本市が必要と認めたもの

建設局下水道部施設管理課（許認可担当）(　06-6615-6260　)

同上

　
　特定都市河川流域内の宅地等以外の土地において、雨水の浸透を著しく妨げるおそれのあるものとし
て政令で定める規模以上のものをしようとする場合は、市長の許可を得なければなりません。

特定都市河川浸水被害対策法に係る雨水浸透阻害行為の許可

建設局下水道部施設管理課（許認可担当）

随時

20日

http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000007211.html

雨水浸透阻害行為許可申請書、または協議書と流出雨水量、その流出調整量および設置施設等に関す
る添付書類を建設局下水道部施設管理課（許認可担当）へ提出してください。

なし

建設局下水道部施設管理課（許認可担当）

―


